
◆令和8年8月改定　利用料金表　 （制度改正のため）

（単位:円）

食費 居住費

（実費/1日） （実費/1日）

300円 880円 64,920円
390円 880円 67,620円
680円 1,370円 91,020円

1,420円 1,470円 116,220円
1,545円 2,500円 150,870円

2割 1,545円 2,500円 180,420円
3割 1,545円 2,500円 209,940円

300円 880円 62,790円
390円 880円 65,490円
680円 1,370円 88,890円

1,420円 1,470円 114,090円
1,545円 2,500円 148,740円

2割 1,545円 2,500円 176,160円
3割 1,545円 2,500円 203,550円

300円 880円 60,570円
390円 880円 63,270円
680円 1,370円 86,670円

1,420円 1,470円 111,870円
1,545円 2,500円 146,520円

2割 1,545円 2,500円 171,720円
3割 1,545円 2,500円 196,890円

300円 880円 58,290円
390円 880円 60,990円
680円 1,370円 84,390円

1,420円 1,470円 109,590円
1,545円 2,500円 144,240円

2割 1,545円 2,500円 167,160円
3割 1,545円 2,500円 190,050円

300円 880円 56,130円
390円 880円 58,830円

680円 1,370円 82,230円

1,420円 1,470円 107,430円

1,545円 2,500円 142,080円

2割 1,545円 2,500円 162,840円
3割 1,545円 2,500円 183,570円

●上記料金の他、介護給付にかかる体制加算や該当者加算、理美容代、教養娯楽費、事務管理費等の実費料金が別途かかります。

【介護保険負担限度額認定について】

利用者負担段階 対象となる方　（段階ごとの各条件を満たす方） 預貯金等資産要件

（＊１）世帯分離している配偶者も含みます　（＊２）非課税年金＝（遺族年金　+　障害年金）

     ●介護保険法等の改正により利用料金が変更になることがあります。

第4段階 ・上記に該当しない方 上記に該当しない方

第3段階①
・世帯全員（＊１）が市民税非課税の方で、前年の合計所得金額
と 年金収入額（課税年金＋非課税年金（＊２））の合計が年間で
82.65万円超120万円以下の方。

単身550万円以下
夫婦1,550万円以下

第3段階②
・世帯全員（＊１）が市民税非課税の方で、前年の合計所得金額
と 年金収入額（課税年金＋非課税年金（＊２））の合計が年間で
120万円超の方。

単身500万円以下
夫婦1,500万円以下

単身650万円以下
夫婦1,650万円以下

要介護１

第1段階

1割

682単位第2段階

第3段階① (691円)

第３段階②

第4段階 (1383円)
(2074円)

介護保険施設を利用する際、低所得の方について食費・居室代の負担額が軽減される制度があります。（制度を利用するには、金沢市に申請を行
い、介護保険負担限度額認定証の交付が必要となります。）

第1段階

要介護２

第2段階

第1段階
第2段階

第4段階

第1段階

第３段階②

第4段階

要介護４
第3段階①

第1段階

第2段階
第3段階①

第2段階
第3段階①

第4段階

(913円)

第3段階①

第３段階②

・生活保護を受けている方
・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方

単身1,000万円以下
夫婦2,000万円以下

828単位
(839円)

(1679円)
(2518円)

1割

1割
753単位
(763円)

(1527円)
(2290円)

第３段階②

(1969円)

971単位
第1段階

第2段階
・世帯全員（＊１）が市民税非課税の方で、前年の合計所得金額
と 年金収入額（課税年金＋非課税年金（＊２））の合計が年間で
82.65万円以下の方。

要介護５
1割 (984円)

第３段階②

第4段階
(2953円)

(1827円)
(2740円)

要介護３
1割

901単位

地域密着型特別養護老人ホーム　花小町もろえ
[ 利用料金のご案内]

区分
※1

利用者負担段階
負担
割合

※2 介護サービス費
月額（３０日）

（利用者負担/1日）


